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写 
                     ２３生都平第３１号 

 

東京都男女平等参画審議会 

 

 

 東京都男女平等参画基本条例第 15 条の規定に基づき、下記の事項

について諮問する。 

 

 

平成２３年７月１３日 

 

 

               東京都知事 石原 慎太郎 

 

 

             記 

 

 

１ 男女平等参画のための東京都行動計画の改定に当たっての基本

的考え方について 

２ 東京都配偶者暴力対策基本計画の改定に当たっての基本的考え

方について 
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諮問事項 

 

１ 男女平等参画のための東京都行動計画の改定に当たっての基

本的考え方について 

２ 東京都配偶者暴力対策基本計画の改定に当たっての基本的考

え方について 

 

諮問の趣旨 

 

 東京都は、すべての都民が、性別にかかわりなく個人として尊重され、

男女が対等な立場であらゆる活動に参画し、責任を分かち合う男女平等参

画社会の実現を目指し、平成１２年３月に「東京都男女平等参画基本条例」

を制定した。 

これに基づき「男女平等参画のための東京都行動計画」を策定し、男女

平等参画社会の実現に向け、都の施策並びに都民や事業者の取組を総合的

かつ計画的に推進してきた。 

また、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」に基

づき「東京都配偶者暴力対策基本計画」を策定し、総合的な配偶者暴力対

策を計画的に推進してきた。 

国においては、昨年１２月に男女共同参画基本計画を改定し、今後５年

間の具体的施策を示した。 

都は、両計画がともに平成２３年度末に終了することから、国の基本計

画を勘案し、現在の計画の進捗状況、社会経済情勢の変化を踏まえつつ、

関連する両計画の整合を図り、改定を行う必要がある。 

このため、「男女平等参画のための東京都行動計画の改定に当たっての

基本的考え方について」及び「東京都配偶者暴力対策基本計画の改定に当

たっての基本的考え方について」諮問するものである。 
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東京都男女平等参画審議会運営要綱 

平成 12 年 6 月 1 日 12 生女青参第 30 号決定 

 

（目的） 

第１ この要綱は、東京都男女平等参画基本条例（平成１２年条例第２５号。以下「条

例」という。）第１９条に基づき、東京都男女平等参画審議会（以下「審議会」と

いう。）に関して、必要な事項を定めることを目的とする。 

（組織） 

第２ 審議会は、学識経験を有する者、都議会議員及び関係団体に属する者のうちから、

知事が任命する委員２５人以内をもって組織する。 

（会長の設置及び権限） 

第３ 審議会に委員の互選による会長を置く。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を掌理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。 

４ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

（招集） 

第４ 審議会は、会長が招集する。 

（定足数及び表決数） 

第５ 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

２ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、それぞ

れ会長の決するところよる。 

（専門委員） 

第６ 条例第１７条に規定する専門委員は、学識経験を有する者のうちから知事が任命

する。 

（部会及び部会長） 

第７ 会長が必要と認めたときは、審議会に部会を置くことができる。 

２ 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。 

３ 部会長は、その部会の会務を掌理する。 

４ 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理す

る。 

５ 部会は、部会長が招集する。 

６ 部会長は、部会に付託された事項について審議を終了したときは、その結果につい

て審議会に報告するものとする。 

（意見の聴取） 

第８ 会長は、協議に際し、必要がある場合は、その都度関係者の出席を求め、意見を

聞くことができる。 

（幹事） 

第９ 審議会に幹事を置く。 

２ 幹事は別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

（会議の公開） 

第10 審議会の会議は、公開で行うものとする。ただし、審議会の決定により一部非

公開の取扱いとすることができる。 
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（庶務） 

第11 審議会の庶務は、生活文化局都民生活部において処理する。 

（雑則） 

第12 この要綱に定めるもののほか、審議会及び部会の議事及び運営に関し必要な事

項は、会長が審議会に諮って定める。 

 

 

  附 則 

この要綱は、平成１２年７月１日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成１６年８月１日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成２２年７月１６日から施行する。 

 

 別表 

 

 知事本局計画調整部長 

 

 総務局人事部長 

 

 総務局人権部長 

 

 財務局主計部長 

 

 福祉保健局企画担当部長 

 

 福祉保健局高齢社会対策部長 

 

福祉保健局少子社会対策部長 

 

産業労働局雇用就業部長 

 

教育庁教育政策担当部長 

 

警視庁総務部企画課長 

 



(50音順・敬称略）

現　　　職　　　等 備考

委　員 荒 木 葉 子 荒木労働衛生コンサルタント事務所所長

委　員 大 津 浩 子 東京都議会議員

委　員 岡 部 義 裕 東京商工会議所常務理事

委　員 木 谷 宏 麗澤大学経済学部教授
男女平等参画
部会委員

委　員 古 賀 俊 昭 東京都議会議員

委　員 駒 崎 弘 樹 特定非営利活動法人フローレンス代表理事

委　員 坂 本 義 次 檜原村長

委　員 佐 藤 喜 宣 杏林大学医学部教授
配偶者暴力
対策部会委員

委　員 髙 橋 勝 浩 稲城市長

委　員 髙 橋 重 郷 国立社会保障・人口問題研究所副所長

委　員 髙 橋 史 朗 明星大学教授

委　員 武 石 恵 美 子 法政大学キャリアデザイン学部教授
男女平等参画
部会部会長

委　員 中 村 幸 子 東京都民生児童委員連合会常務委員

委　員 成 澤 廣 修 文京区長

委　員 西 本 政 司 弁護士
配偶者暴力対策
部会部会長代理

委　員 野 上 純 子 東京都議会議員

委　員 野 上 ゆ き え 東京都議会議員

会　長 福 原 義 春 （株）資生堂名誉会長

委　員 松 田 妙 子 特定非営利活動法人せたがや子育てネット代表理事
男女平等参画
部会委員

会長代理 三 宅 広 人 元東京都生活文化局長
男女平等参画
部会部会長代理

委　員 矢 島 洋 子
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)経済・社会政策部主
任研究員

男女平等参画
部会委員

委　員 湯 澤 直 美 立教大学コミュニティ福祉学部教授
配偶者暴力対策

部会部会長

委　員 芳 野 友 子 日本労働組合総連合会東京都連合会副会長

委　員 依 田 禎 子 東京都商店街振興組合連合会女性部長

委　員 和 栗 安 広 東京経営者協会常務理事

専門委員 中 島 幸 子 特定非営利活動法人レジリエンス代表理事
配偶者暴力
対策部会委員

専門委員 野 本 律 子 特定非営利活動法人全国女性シェルターネット理事
配偶者暴力
対策部会委員

 退任された委員（役職は在職中のもの）

現　　　職　　　等 在任期間

委　員 安 谷 寛 子 東京都民生児童委員連合会常任協議員
平成23年7月13日
～平成23年8月5日

東京都男女平等参画審議会委員名簿

氏　　名

氏　　名
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開催日 総会
配偶者暴力
対策部会

会議の内容等

平成23年
7月13日

第１回

 ・会長及び会長代理の選任
 ・諮問
 ・審議
　   現行動計画策定以降の動きを踏まえた検討
     第４期男女平等参画審議会の議論の視点
 ・部会の設置
 ・今後の予定

7月28日 第１回
・部会長及び部会長代理の選任
・中間のまとめ（案）について

8月24日 第２回  ・中間のまとめ（案）について

8月31日 第３回  ・中間のまとめ（案）について

9月12日 第２回  ・中間のまとめ（案）について

11月8日 第４回  ・答申（案）について

12月19日 第３回  ・答申（案）について

東京都男女平等参画審議会開催状況
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平成23年10月19日（水）から11月1日（火）まで

Ｅメール、ファクス、郵送

提出件数（項目別）    41件　

※ 項目は本答申の内容に対応しています。

受 付 方 法

東京都配偶者暴力対策基本計画の改定に当たっての基本的考え方について

【中間のまとめ】に対する都民意見募集結果

　

　第４期東京都男女平等参画審議会は、平成23年10月19日に「東京都配偶者暴力対策基本

計画の改定に当たっての基本的考え方について【中間のまとめ】」を発表し、広く都民の

皆様からご意見を募集いたしました。

  本審議会では、お寄せいただきました多くのご意見を参考に、更に検討を重ね、答申を

まとめました。本答申は「基本計画の改定に当たっての基本的考え方」を示したもので

す。個別施策に関するご提案やご意見につきましては、都において、基本計画を策定する

際や施策を進める際の参考にされることを期待しています。

  お寄せいただいた意見の概要及びそれに対する審議会の考え方は次のとおりです。

　なお、ご意見に関しては、記載に当たり、趣旨を尊重し要約させていただき、また、趣

旨が同じご意見は複数のご意見をまとめさせていただいております。

意 見 募 集 期 間
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○ 都民意見の概要

配偶者等と配偶関係に限定してない点、配偶者が暴力を加えることに対して、個人の尊厳を傷つけるだけでなく男
女平等参画社会の実現を妨げると明示した点は評価できる。

デートＤＶなど、必ずしも配偶関係によらない暴力も問題であることから、計画名称を「配偶者等暴力対策」と変
更することが必要と考える。（同趣旨他３件）

基本計画は、配偶者暴力防止法第２条の３で、国の基本方針に即して定めなくてはならないとされている。計画の
名称変更は、法律の配偶者の定義から踏み出すものであり、「等」を入れることによって内容も曖昧になる懸念が
あるため、名称の変更は必要ない。（同趣旨他３件）

考
え
方

　審議会においては、基本計画の改定に当たっての基本的考え方を検討するため、配偶者暴力が犯罪となる行為を

も含む人権侵害であり、男女平等参画社会の実現を妨げるものとの認識のもと、幅広い観点から検討を行いまし

た。その上で、答申においては、めざすべき配偶者暴力対策のあり方と暴力のない社会の実現に向けた基本的方向

を示し、これから求められる施策の展開を積極的に推進していくことを提言しています。

  また、若年層の男女間における交際相手からの暴力を防止するための取組を一層充実させる必要があり、基本計

画の名称の変更について今後検討することを提言しています。

学校教育の中に、暴力の未然防止をプログラムを文言として入れ込むなどがないと、声かけだけに終わる気がする
(※)。人権教育として暴力未然防止教育を入れてほしい。（※原文のまま記載）

母子の場合、保健所の乳児検診なども入れてほしい。また、被害を受ける単身女性の早期発見、自らが被害者と気
づくために、東京都のテレビ放送などのメディアを利用しての情報提供を積極的に行ってほしい。

考
え
方

　配偶者暴力をなくし暴力防止への理解を促すため、対象者に応じた様々な媒体の活用による幅広い普及啓発や、

学校教育の中で発達段階に合わせて暴力の防止に向けた教育を継続的に推進することなどを提言しています。

  また、被害者の早期発見のため、医療機関や医療関係者をはじめとする関係者に対する研修の充実など様々な取

組を提言しています。

外部専門家によるスーパーバイズの充実については全くその通り。また、「専門員の配置」という表現は現時点で
配置されていないように解釈されるので、「都内全域で専門員の配置を充実させる」という表現の方が適切。

行政・民間の両方から、DV専門相談員、DV相談コーディネーターの相談部署への設置、人材養成をお願いしたい。

相談場所として、人権・女性センター、警察等一般的な印象として「うるさいところ、恐いところ」には、そこに
行くくらいなら悩んでいても我慢するという人も多いのではと感じている。「図書館」「児童館」などや、できれ
ば駅や区民ホールなどに常設で気軽に寄って悩みを話せる場所があればと思う。

高齢者虐待の相談現場とＤＶの相談現場での連携がよりよく図れるよう、また高齢のＤＶ被害者がよりよい支援が
受けられるよう、より具体的な方向性の記述をお願いする。

考
え
方

　配偶者暴力に関する相談件数の増加、とりわけ区市町村における件数の増加という現状を踏まえて、都の配偶者

暴力相談支援センターにおける外部専門家によるスーパーバイズの充実や、コーディネート機能を有する専門員の

配置、区市町村・警察等各相談窓口職員への研修の充実等、相談機能・体制の充実強化に向けた取組を提言してい

ます。

  また、外国人被害者や障害のある被害者、高齢の被害者など、被害者の状況に応じて適切な支援を行うための取

組についても具体的に示しています。

第1部　基本的考え方　 (P.1～）

ご
意
見

第２部　基本計画に盛り込むべき事項

１　暴力の未然防止と早期発見の推進　（P.7～）

２　多様な相談体制の整備　（P.12～） 

ご
意
見

ご
意
見
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「民間団体との連携も含めた対応」については、民間団体との連携は必須と考えるので、もっと積極的な表現でも
良い。

安全な保護のための体制の整備では、受け皿となっている民間団体のシェルターへの財政的支援の充実を求める。

考
え
方

　配偶者暴力は、身体や生命に危険が及ぶ可能性があり、被害者が保護を求めた場合には、速やかに安全な場所で

保護する体制が必要であることから、被害者の状況に応じたより適切な保護が行えるよう、民間団体への一時保護

委託や、必要に応じて民間シェルター等を利用するなどの民間団体との連携も含めた保護体制の充実について提言

しています。

  また、保護命令などの適切な対応、国への法改正の働きかけなどの取組についても提言しています。

女性への暴力には女性の警察官・担当者が対応すること、かつ医療・刑事・法律・シェルター・生活支援など当事
者にとって必要なサービスが一ヶ所でできるワンストップサービスを基礎自治体ごとに設置することを求めたい。

被害者の負担軽減を考え、ワンストップセンターの整備について都でも取組を検討することについて賛同する。

ワンストップセンターについて、その重要性をもう少し強調する表現が望ましいのではないか。

生活再建の中で自助グループやサポートセンターは非常に有効と考える。「活動場所の提供」とあるが、「活動費
の補助（スーパーバイザーやファシリテーターへの謝礼等）の支援」についても加えていただきたい。

民間住宅に入居する際の公的保証制度の必要性について、賛同する。（同趣旨他１件）

子供のケア体制の充実については、その通り。

考
え
方

　被害者がその生活を再建し、自立できるようになるまでには、就労や住宅の確保、子供の教育等様々な課題があ

り、多くの関係機関が連携しながら被害者を相談から自立まで総合的に支援することが必要です。このため、都の

配偶者暴力相談支援センターにおける自立支援機能の充実、ワンストップでの支援やワンストップセンターの整備

の検討などの総合的な自立支援の取組や、自助グループ活動等を含む生活支援、住宅確保支援、子供のケア体制等

についての様々な取組を提言しています。

ご
意
見

支援の全体を把握し、行政・民間の各資源の状況、当事者の複合的な課題をどのように考えていくかのプログラム
構成、どこにつなげていけばよいかのネットワーク利用がわかっている「コーディネーター」又はその機能がなく
ては、実際に効果ある連携は難しいと思われる。考え方の部分にコーディネーター機能を入れていただきたい。

考
え
方

　被害者支援には、関係機関が共通認識のもと、相談、一時保護などの様々な段階において緊密に連携して取り組

むことが必要です。また、被害者に対するきめ細かい支援のためには、民間団体との連携を強化することも重要で

す。このため、答申では、都と区市町村との役割分担に基づく連携強化、民間団体との連携強化とその活動の支援

等の取組について提言しています。

　なお、「２　多様な相談体制の整備」において、都におけるコーディネート機能を有する専門員の配置等につい

て提言しています。

ご
意
見

５　関係機関・団体等の連携の促進　（P.30～）

ご
意
見

４　自立生活再建のための総合的な支援体制の整備　（P.22～）

３　安全な保護のための体制の整備　（P.17～）
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「相談員の専門的能力を適正に評価し、それに見合った処遇の検討」について、バーンアウトで辞める相談員が多
い中、こうした表記が盛り込まれることを評価する。（同趣旨他１件）

裁判、警察の取調べ等で受ける被害者の二次被害についてもサポート機関を設置し人権に配慮してほしい。

考
え
方

　被害者の支援関係者には、配偶者暴力やそれにより被害者が受けた精神的ダメージ等についての正しい理解と配

慮が必要です。二次被害の防止も含め、研修内容の充実や対象者の拡大等による人材の幅広い育成、支援者の専門

的能力の適正な評価に向けた取組などを提言しています。

ご
意
見

圧倒的に加害者である男性の更生プログラムの必要性は大きい。京都に自助・他助を実践しているグループがある
が是非東京にも育成することを求めたい。

考
え
方

　配偶者暴力の加害者への対応は、被害者の保護のみならず暴力を防止する観点からも、社会にとって重要である

ことから、実効性ある加害者更生プログラムの実施に当たり不可欠である法制度の整備等の国への働きかけなどに

ついて提言しています。

ステップハウスや子供の心のケアの重要性、自助グループやサポートグループ、様々な民間支援団体の役割の重要
性に言及した点、切れ目ない自立支援のためにはワンストップセンター、リソースセンターの必要性を述べた点が
評価できる。

男性被害者の存在を含めた対策を評価する。

ＤＶ対策に不満がある。女性への暴力が問題なのではなく「弱者」への暴力が問題。男性差別を助長するだけなの
で全面的に反対。

配偶者暴力、性暴力などの実在する被害者の救済、ケアに力を入れてほしい。

対象を異性間の配偶者（関係性）に限定するのではなく、同性のカップル・パートナー間での暴力など、セクシュ
アル・マイノリティにも配慮した視点での施策を要望する。（同趣旨他４件）

配偶者からの暴力は、家庭内(親子間)暴力、虐待又は職場での上下関係や同僚からの各種ハラスメントや暴力と合
わせて特別視することなく口に出せるように切り分けず考えていただきたい。

現基本計画から進めて、当事者に対する切れ目ない支援、民間支援団体との連携などが盛り込まれて、実効性のあ
る計画を探っていることがわかる。今回は基本的考え方だが、この考え方に沿って、きちんと具体的施策にしてほ
しい。

具体化する際にまた、市民の意見を入れる事も希望する。

考
え
方

　答申では、配偶者暴力防止法及び国の基本方針に基づき基本計画が策定されており、配偶者暴力を防止し、被害

者を保護することは、被害者本人を含め、誰もが安全で安心して暮らせる社会の実現のために重要であるとしてい

ます。この考え方のもと、配偶者暴力による被害の実態や支援の現状を踏まえ、相談から自立まで被害者の視点に

立った支援体制の強化や区市町村における配偶者暴力対策の一層の充実等の視点から、暴力の未然防止と早期発見

の推進、多様な相談体制の整備、安全な保護のための体制整備、自立生活再建のための総合的な支援体制の整備、

関係機関・民間団体等との連携など、幅広い取組を提言しています。

ご
意
見

「中間のまとめ」全般

７　調査研究の推進　（P.36～）

ご
意
見

６　人材育成の推進と適切な苦情対応　（P.33～）
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 

（平成13年４月13日法律第31号） 

終改正：平成19年７月11日法律第113号 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等（第二条の二・第二条の三） 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三条―第五条） 

第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二） 

第四章 保護命令（第十条―第二十二条） 

第五章 雑則（第二十三条―第二十八条） 

第六章 罰則（第二十九条・第三十条） 

附則 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の

擁護と男女平等の実現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害である

にもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶

者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に

対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げと

なっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者

からの暴力を防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。こ

のことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも

沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備す

ることにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を

制定する。 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する

暴力（身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをい 

う。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項

において「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体に対

する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合

にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含

むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 
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３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚

姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含

むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の

自立を支援することを含め、その適切な保護を図る責務を有する。 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下こ

の条及び次条第五項において「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針（以下この条並びに次条

第一項及び第三項において「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画

及び同条第三項の市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。  

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項  

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事 

項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関 

する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじ

め、関係行政機関の長に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下こ

の条において「都道府県基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関す 

る事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関 

する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基

本計画を勘案して、当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「市町村基本
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計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変

更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計

画の作成のために必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設にお

いて、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにす

るものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴

力相談支援センターとしての機能を果たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ため、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若し

くは相談を行う機関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の

必要な指導を行うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴

する家族。次号、第六号、第五条及び第八条の三において同じ。）の緊急時に

おける安全の確保及び一時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、

援護等に関する制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡

調整その他の援助を行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機

関への連絡その他の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機

関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定め

る基準を満たす者に委託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体 

との連携に努めるものとする。 

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。 
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第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力

に限る。以下この章において同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を

配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によ

って負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶

者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができる。この場合におい 

て、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関

する法律の規定は、前二項の規定により通報することを妨げるものと解釈しては

ならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によ

って負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対 

し、配偶者暴力相談支援センター等の利用について、その有する情報を提供する

よう努めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場

合には、必要に応じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談

支援センターが行う業務の内容について説明及び助言を行うとともに、必要な保

護を受けることを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、

警察法（昭和二十九年法律第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法

律第百三十六号）その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保

護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を 

講ずるよう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する

方面を除く方面については、方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は

警察署長は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶者からの暴力による被

害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認め

るときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規則で

定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者か

らの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事



55 

務所（次条において「福祉事務所」という。）は、生活保護法（昭和二十五年法

律第百四十四号）、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）、母子及び寡

婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）その他の法令の定めるところにより、

被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又は

市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その

適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものと

する。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被

害者から苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努める

ものとする。 

第四章 保護命令 

（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者

の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章にお

いて同じ。）を受けた者に限る。以下この章において同じ。）が、配偶者からの

身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶者からの更なる身体に 

対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、

又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続

き受ける身体に対する暴力。第十二条第一項第二号において同じ。）により、配

偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受 

ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者

が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった

者から引き続き受ける身体に対する暴力。同号において同じ。）により、その生

命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申

立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配

偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被

害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であ

った者。以下この条、同項第三号及び第四号並びに第十八条第一項において同 

じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。ただし、第二号に掲

げる事項については、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を

共にする場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居（当該配偶者と共

に生活の本拠としている住居を除く。以下この号において同じ。）その他の場

所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その
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通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に生活の本拠として

いる住居から退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこ 

と。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による命令を発する裁判

所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加え

られることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同

号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、

被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを命ずる 

ものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状

態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電

話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信する

こと。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をか

け、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送

付し、又はその知り得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

八 その性的 羞
しゅう

恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、 

又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知

り得る状態に置くこと。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下こ

の項及び次項並びに第十二条第一項第三号において単に「子」という。）と同居

しているときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っ

ていることその他の事情があることから被害者がその同居している子に関して 

配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認め 

るときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、

被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するた

め、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効

力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該子の住居（当該配偶

者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）、就学

する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、
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就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこ 

とを命ずるものとする。ただし、当該子が十五歳以上であるときは、その同意が

ある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社

会生活において密接な関係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同

居している者を除く。以下この項及び次項並びに第十二条第一項第四号において

「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行ってい

ることその他の事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者と面会 

することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、第一

項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立て

により、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者

に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日か

ら起算して六月を経過する日までの間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生

活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場所にお

いて当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その

通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項に

おいて同じ。）の同意（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場

合にあっては、その法定代理人の同意）がある場合に限り、することができる。 

（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所（日

本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地

方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方

裁判所にもすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫 

が行われた地 

（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による命令（以下「保護命令」とい

う。）の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅 

迫を受けた後の配偶者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重

大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当

該同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防 
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止するため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時におけ 

る事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当

該親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するた 

め当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事

項について相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実が

あるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イからニまでに掲げる事

項の記載がない場合には、申立書には、同項第一号から第四号までに掲げる事項

についての申立人の供述を記載した書面で公証人法（明治四十一年法律第五十三

号）第五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを添付しなければならない。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をす

るものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を

経なければ、これを発することができない。ただし、その期日を経ることにより

保護命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りで

ない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合に

は、裁判所は、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、

申立人が相談し又は援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執ら 

れた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。この場合において、

当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速やかに応ず

るものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター

若しくは所属官署の長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を

求められた職員に対し、同項の規定により書面の提出を求めた事項に関して更に

説明を求めることができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。

ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 
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２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若し

くは審尋の期日における言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申

立人の住所又は居所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するもの 

とする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員

に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該

事実に係る第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載があるとき 

は、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容を、当該申立

書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称が記載さ

れた配偶者暴力相談支援センターが二以上ある場合にあっては、申立人がその職

員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が も遅い配偶者暴力相談

支援センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることがで

きる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らか

な事情があることにつき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、

即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ず

ることができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、この処分を

命ずることができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の効力の停止を命ずる

場合において、同条第二項から第四項までの規定による命令が発せられていると

きは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り消す場合において、

同条第二項から第四項までの規定による命令が発せられているときは、抗告裁判

所は、当該命令をも取り消さなければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しくは

第四項の規定によりその効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り 

消したときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨及びその内容を当該通知をし

た配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を

取り消した場合について準用する。 

（保護命令の取消し） 
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第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てが

あった場合には、当該保護命令を取り消さなければならない。第十条第一項第一

号又は第二項から第四項までの規定による命令にあっては同号の規定による命 

令が効力を生じた日から起算して三月を経過した後において、同条第一項第二号

の規定による命令にあっては当該命令が効力を生じた日から起算して二週間を 

経過した後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれら

の命令の申立てをした者に異議がないことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による命令を発した裁判所が

前項の規定により当該命令を取り消す場合について準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合について準用する。 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた

命令の申立ての理由となった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一 

の事実を理由とする同号の規定による命令の再度の申立てがあったときは、裁判

所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居しようとする被害者がそ

の責めに帰することのできない事由により当該発せられた命令の効力が生ずる 

日から起算して二月を経過する日までに当該住居からの転居を完了することが 

できないことその他の同号の規定による命令を再度発する必要があると認める 

べき事情があるときに限り、当該命令を発するものとする。ただし、当該命令を

発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、

当該命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用については、同条第一

項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第

五号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同項第五号中「前各号

に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一

項本文の事情」と、同条第二項中「同項第一号から第四号までに掲げる事項」と

あるのは「同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事 

情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件

の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関す

る事項の証明書の交付を請求することができる。ただし、相手方にあっては、保

護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定が 

あり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りでない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない

場合又は公証人がその職務を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法



61 

務局若しくは地方法務局又はその支局に勤務する法務事務官に第十二条第二項

（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の認証を行わ

せることができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関

しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定

を準用する。 

（ 高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事

項は、 高裁判所規則で定める。 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係の

ある者（次項において「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、

被害者の心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の

有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保持に

十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力

の特性等に関する理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解

を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

資するため、加害者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させ

るための方法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及

び資質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を

図るための活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとす

る。 

（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に 

要する費用（次号に掲げる費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護（同条第四項

に規定する厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含 
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む。）に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が行う業務に要 

する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適

当と認める者に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要す

る費用 

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する

費用を支弁しなければならない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定によ

り支弁した費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十 

分の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助す

ることができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第

四号に掲げるもの 

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 

第六章 罰則 

第二十九条 保護命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処

する。 

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合

を含む。）の規定により記載すべき事項について虚偽の記載のある申立書により

保護命令の申立てをした者は、十万円以下の過料に処する。 

附 則〔抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただ

し、第二章、第六条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第七

条、第九条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第二十七条及

び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身

体に対する暴力に関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当

該被害者からの保護命令の申立てに係る事件に関する第十二条第一項第四号並 

びに第十四条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「配偶

者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。 

（検討） 

第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法
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律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講

ぜられるものとする。 

 

附 則〔平成十六年法律第六十四号〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護に関する法律（次項において「旧法」という。）第十条の規定

による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件については、なお

従前の例による。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由

となった身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと 

同一の事実を理由とするこの法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び 

被害者の保護に関する法律（以下「新法」という。）第十条第一項第二号の規定

による命令の申立て（この法律の施行後 初にされるものに限る。）があった場

合における新法第十八条第一項の規定の適用については、同項中「二月」とある

のは、「二週間」とする。 

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行

状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられる

ものとする。 

 

附 則〔平成十九年法律第百十三号〕〔抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護に関する法律第十条の規定による命令の申立てに係る同条の 

規定による命令に関する事件については、なお従前の例による。 
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する 

基本的な方針（概要） 

 

平 成 2 0 年 1 月 1 1 日 

内閣府、国家公安委員会、 

法務省、厚生労働省告示第１号 

 

第１ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項  

１ 基本的な考え方  

配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害である。  

２ 我が国の現状  

平成 13 年４月、法が制定され、平成 16 年５月には、法改正が行われ、平成

16 年 12 月に施行されるとともに、基本方針が策定された。平成 19 年７月に法

改正が行われ、平成 20年１月 11日に施行された。  

３ 基本方針並びに都道府県基本計画及び市町村基本計画  

（１）基本方針  

基本方針は、都道府県基本計画及び市町村基本計画の指針となるべきもの

である。  

（２）都道府県基本計画及び市町村基本計画  

基本計画は、第一線で中心となって施策に取り組む地方公共団体が策定す

るものである。策定に当たっては、それぞれの都道府県又は市町村の状況を

踏まえた計画とするとともに、都道府県と市町村の役割分担についても、基

本方針を基に、地域の実情に合った適切な役割分担となるよう、あらかじめ

協議することが必要である。被害者の立場に立った切れ目のない支援のた 

め、都道府県については、被害者の支援における中核として、一時保護等の

実施、市町村への支援、職務関係者の研修等広域的な施策等、市町村につい

ては、身近な行政主体の窓口として、相談窓口の設置、緊急時における安全

の確保、地域における継続的な自立支援等が基本的な役割として考えられ 

る。  

 

第２ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 

１ 配偶者暴力相談支援センター 

都道府県の支援センターは、都道府県における対策の中核として、処遇の難

しい事案への対応や専門的・広域的な対応が求められる業務にも注力すること

が望ましい。市町村の支援センターは、身近な行政主体における支援の窓口と

して、その性格に即した基本的な役割について、積極的に取り組むことが望ま

しい。また、民間団体と支援センターとが必要に応じ、機動的に連携を図りな

がら対応することが必要である。 
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２ 婦人相談員  

婦人相談員は、被害者に関する各般の相談に応じるとともに、その態様に応

じた適切な援助を行うことが必要である。  

３ 配偶者からの暴力の発見者による通報等  

（１）通報  

都道府県及び市町村は、被害者を発見した者は、その旨を支援センター又

は警察官に通報するよう努めることの周知を図ることが必要である。医師そ

の他の医療関係者等は、被害者を発見した場合には、守秘義務を理由にため

らうことなく、支援センター又は警察官に対して通報を行うことが必要であ

る。  

（２）通報等への対応  

支援センターにおいて、国民から通報を受けた場合は、通報者に対し、被

害者に支援センターの利用に関する情報を教示してもらうよう協力を求める

ことが必要である。医療関係者から通報を受けた場合は、被害者の意思を踏

まえ、当該医療機関に出向く等により状況を把握し、被害者に対して説明や

助言を行うことが望ましい。警察において、配偶者からの暴力が行われてい

ると認めた場合は、暴力の制止に当たるとともに、応急の救護を要すると認

められる被害者を保護することが必要である。  

 

４ 被害者からの相談等  

（１）配偶者暴力相談支援センター  

電話による相談があった場合は、その訴えに耳を傾け、適切な助言を行う

こと、また、面接相談を行う場合は、その話を十分に聴いた上で、どのよう

な援助を求めているのかを把握し、問題解決に向けて助言を行うことが必要

である。  

（２）警察  

相談に係る事案が刑罰法令に抵触すると認められる場合には、被害者の意

思を踏まえ捜査を開始するほか、刑事事件として立件が困難であると認めら

れる場合であっても、加害者に対する指導警告を行うなどの措置を講ずるこ

とが必要である。被害者から警察本部長等の援助を受けたい旨の申出があ 

り、その申出を相当と認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところに

より、必要な援助を行うことが必要である。  

（３）人権擁護機関  

支援センター、警察等と連携を図りながら、被害者に必要な助言、婦人相

談所等一時保護施設への紹介等の援助をし、暴力行為に及んだ者等に対して

は、これをやめるよう、説示、啓発を行うことが必要である。  
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５ 被害者に対する医学的又は心理学的な援助等  

（１）被害者に対する援助  

婦人相談所において、医師、心理判定員等、支援にかかわる職員が連携し

て被害者に対する医学的又は心理学的な援助を行うことが必要である。ま 

た、被害者が、地域での生活を送りながら、身近な場所で相談等の援助を受

けられるよう、支援センターは、カウンセリングを行うことや適切な相談機

関を紹介するなどの対応を採ることが必要である。  

（２）子どもに対する援助  

児童相談所において、医学的又は心理学的な援助を必要とする子どもに対

して、精神科医や児童心理司等が連携を図りながら、カウンセリング等を実

施することが必要である。また、学校及び教育委員会並びに支援センター 

は、学校において、スクールカウンセラー等が相談に応じていること等につ

いて、適切に情報提供を行うことが必要である。  

（３）医療機関との連携  

支援センターは、被害者本人及びその子どもを支援するに当たって、専門

医学的な判断や治療を必要とする場合は、医療機関への紹介、あっせんを行

うことが必要である。  

 

６ 被害者の緊急時における安全の確保及び一時保護等  

（１）緊急時における安全の確保  

婦人相談所の一時保護所が離れている等の場合において、緊急に保護を求

めてきた被害者を一時保護が行われるまでの間等に適当な場所にかくまう、

又は避難場所を提供すること等の緊急時における安全の確保は、身近な行政

主体である市町村において、地域における社会資源を活用して積極的に実施

されることが望ましい。  

（２）一時保護  

一時保護は、配偶者からの暴力を避けるため緊急に保護すること等を目的

に行われるものであるから、夜間、休日を問わず、一時保護の要否判断を速

やかに行う体制を整えることが必要である。また、それぞれの被害者の状況

等を考慮し、被害者にとって最も適当と考えられる一時保護の方法及び施設

を選定することが必要である。  

（３）婦人保護施設等  

婦人保護施設は、適切な職員を配置し、心身の健康の回復や生活基盤の安

定化と自立に向けた支援を行うことが必要である。母子生活支援施設は、適

切な職員を配置し、子どもの保育や教育等を含め、母子について心身の健康

の回復や生活基盤の安定化と自立に向けた支援を行うとともに、退所後につ

いても相談その他の援助を行うことが必要である。  

（４）広域的な対応  
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都道府県域を越えて一時保護・施設入所がなされる広域的な対応も増加し

ており、これら地方公共団体間の広域的な連携を円滑に実施することが必要

である。  

 

７ 被害者の自立の支援  

（１）関係機関等との連絡調整等  

支援センターが中心となって関係機関の協議会等を設置し、関係機関等の

相互の連携体制について協議を行うとともに、各機関の担当者が参加して、

具体的な事案に即して協議を行う場も継続的に設けることが望ましい。ま 

た、手続の一元化や同行支援を行うことにより、被害者の負担の軽減と、手

続の円滑化を図ることが望ましい。  

（２）被害者等に係る情報の保護  

支援センターは、住民基本台帳の閲覧等に関し、被害者を保護する観点か

ら、加害者からの請求については閲覧させない等の措置が執られていること

について、情報提供等を行うことが必要である。また、住民基本台帳からの

情報に基づき事務の処理を行う関係部局においては、閲覧等の制限の対象と

なっている被害者について、特に厳重に情報の管理を行うことが必要であ 

る。外国人登録原票については、原則として非公開であり、その取扱いには

十分な注意が求められることについて、徹底することが必要である。  

（３）生活の支援  

福祉事務所及び母子自立支援員においては、法令に基づき被害者の自立支

援を行うことが必要である。福祉事務所においては、生活保護の申請を受け

て、扶養義務者に対して扶養の可能性を調査する際の方法や範囲等に関し、

被害者の安全確保の観点から適切に配慮することが必要である。  

（４）就業の支援  

公共職業安定所や職業訓練施設においては、被害者一人一人の状況に応じ

たきめ細かな就業支援に積極的に取り組むことが必要である。また、子ども

のいる被害者については、母子家庭等就業・自立支援センターにおける就業

相談等の活用についても積極的に促すことが必要である。  

（５）住宅の確保  

公営住宅の事業主体において、被害者の自立支援のため、公営住宅の優先

入居や目的外使用等の制度が一層活用されることが必要である。また、都道

府県等においては、身元保証人が得られないことでアパート等の賃借が困難

となっている被害者のための身元保証人を確保するための事業の速やかな普

及を図ることが望ましい。  

（６）医療保険  

被害者が被害を受けている旨の証明書を持って保険者に申し出ることによ

り、健康保険における被扶養者又は国民健康保険組合における組合員の世帯
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に属する者から外れること、また、第三者行為による傷病についても、保険

診療による受診が可能であること等の情報提供等を行うことが必要である。  

（７）年金  

被害者が社会保険事務所において手続をとることにより、国民年金原簿等

に記載されている住所等が知られることのないよう、秘密の保持に配慮した

取扱いが行われること等について、情報提供等を行うことが必要である。  

（８）子どもの就学･保育等  

支援センターは、被害者等の安全の確保を図りつつ、子どもの教育を受け

る権利が保障されるよう、教育委員会、学校と連絡をとるとともに、被害者

に対し、必要な情報提供を行うことが必要である。国においては、市町村に

対し、保育所への入所については、母子家庭等の子どもについて、保育所入

所の必要性が高いものとして優先的に取り扱う特別の配慮を引き続き求める

よう努める。また、支援センターにおいては、住民票の記載がなされていな

い場合であっても、予防接種や健診が受けられることについて、情報提供等

を行うことが必要である。  

（９）その他配偶者暴力相談支援センターの取組  

離婚調停手続等について各種の法律相談窓口を紹介するなど、被害者の自

立を支援するために必要な措置を講ずることが望ましい。資力の乏しい被害

者が無料法律相談等民事法律扶助制度を利用しやすくするため、日本司法支

援センターに関する情報の提供を行うことが望ましい。また、住民票の記載

がなされていない場合の介護給付等の扱いについて情報提供を行うことが必

要である。  

 

８ 保護命令制度の利用等  

（１）保護命令制度の利用  

被害者が保護命令の申立てを希望する場合には、申立先の裁判所や申立書

等の記入方法等についての助言を行うとともに、保護命令の手続の中で、申

立書や添付した証拠書類の写し等が裁判所から相手方に送付されること等に

ついて、被害者に対し説明することが必要である。  

（２）保護命令の通知を受けた場合の対応  

ア 警察  

速やかに被害者と連絡を取り、被害者の意向を確認した上で被害者の住

所又は居所を訪問するなどして、緊急時の迅速な通報等について教示する

ことが必要である。また、加害者に対しても、保護命令の趣旨及び保護命

令違反が罪に当たることを認識させ、保護命令が確実に遵守されるよう指

導警告等を行うことが必要である。  

イ 配偶者暴力相談支援センター  

速やかに被害者と連絡を取り、安全の確保や、親族等への接近禁止命令
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が出された場合には、当該親族等へその旨連絡すること等、保護命令発令

後の留意事項について情報提供を行うことが必要である。また、警察と連

携を図って被害者の安全の確保に努めることが必要である。  

 

９ 関係機関の連携協力等  

（１）連携協力の方法  

被害者の支援のためには、関係機関が共通認識を持ち、日々の相談、一時

保護、自立支援等様々な段階において、緊密に連携しつつ取り組むことが必

要である。  

（２）関係機関による協議会等  

関係部局や機関の長により構成される代表者会議、被害者の支援に直接携

わる者により構成される実務者会議、実際の個別の事案に対応する個別ケー

ス検討会議等、重層的な構成にすることが望ましい。参加機関としては、都

道府県又は市町村の関係機関はもとより、関係する行政機関、民間団体等に

ついて、地域の実情に応じ、参加を検討することが望ましい。  

（３）関連する地域ネットワークの活用  

関連の深い分野における既存のネットワークとの連携や統合により、関連

施策との連携協力を効果的かつ効率的に進めることについても、検討するこ

とが望ましい。  

（４）広域的な連携  

市町村又は都道府県の枠を越えた関係機関の広域的な連携が必要になる場

合も考えられることから、あらかじめ、近隣の地方公共団体と連携について

検討しておくことが望ましい。 

 

10 職務関係者による配慮・研修及び啓発  

（１）職務関係者による配慮  

職務関係者は、配偶者からの暴力の特性等を十分理解した上で、被害者の

立場に配慮して職務を行うことが必要である。特に被害者と直接接する場合

は、被害者に更なる被害（二次的被害）が生じることのないよう配慮するこ

とが必要である。職務を行う際は、被害者等に係る情報の保護に十分配慮す

ることが必要である。また、被害者には、外国人や障害者である者等も当然

含まれていること等に十分留意しつつ、それらの被害者の立場に配慮して職

務を行うことが必要である。  

（２）職務関係者に対する研修及び啓発  

研修及び啓発の実施に当たっては、配偶者からの暴力の特性や被害者の立

場を十分に理解した上での対応が徹底されるよう配慮することが必要であ 

る。特に、被害者と直接接する立場の者に対する研修及び啓発においては、

二次的被害の防止の観点が重要である。  
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11 苦情の適切かつ迅速な処理  

関係機関においては、申し出られた苦情について、誠実に受け止め、適切か

つ迅速に処理し、必要に応じ、職務の執行の改善に反映するとともに、可能な

限り処理結果について申立人に対する説明責任を果たすことが望ましい。  

 

12 教育啓発  

（１）啓発の実施方法と留意事項  

啓発の実施に際しては、関係機関が連携協力して取り組むことが効果的だ

と考えられる。啓発を通じて、地域住民に対して、配偶者からの暴力に関す

る的確な理解と協力が得られるよう努めることが必要である。  

（２）若年層への教育啓発  

配偶者からの暴力の防止に資するよう、学校・家庭・地域において、人権

尊重の意識を高める教育啓発や男女平等の理念に基づく教育等を促進するこ

とが必要である。  

 

13 調査研究の推進等  

（１）調査研究の推進  

国においては、加害者の更生のための指導の方法に関する調査研究につい

て、いかに被害者の安全を高めるか等をその目的とするよう留意して、配偶

者からの暴力に関する加害者に対する指導等の実施に向けた調査研究の推進

に努める。また、被害者の心身の健康を回復させるための方法等について、

配偶者からの暴力の被害の実態把握や被害者の自立支援に寄与するため、調

査研究の推進に努める。  

（２）人材の育成等  

関係機関は、被害者の支援に係る人材の育成及び資質の向上について、職

務関係者に対する研修等を通じ、十分配慮することが必要である。  

 

14 民間の団体に対する援助等  

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るためには、国、都道府県及

び市町村と、民間団体等とが緊密に連携を図りながら、より効果的な施策の実

施を図っていくことが必要である。どのような連携を行うかは、それぞれの地

域の実情と民間団体等の実態等を踏まえ、それぞれの都道府県又は市町村にお

いて判断することが望ましい。  

 

第３ その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関す

る重要事項  

１ 基本方針に基づく施策の実施状況に係る評価  
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国及び地方公共団体における施策の実施状況等を把握するとともに、基本方

針に基づく施策の実施状況に係る評価を適宜行い、必要があると認めるとき 

は、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。  

２ 基本計画の策定・見直しに係る指針  

（１）基本計画の策定  

基本計画の策定に際しては、その地域における配偶者からの暴力をめぐる

状況や施策の実施状況を把握することが必要である。策定に当たっては、基

本方針に掲げた各項目の関係部局が連携して取り組むことが望ましい。ま 

た、被害者の支援に取り組む民間団体等広く関係者の意見を聴取することが

望ましい。  

（２）基本計画の見直し等  

基本計画については、基本方針の見直しに合わせて見直すことが必要であ

る。なお、計画期間内であっても、新たに基本計画に盛り込むべき事項が生

じるなどの場合は、必要に応じ、基本計画を見直すことが望ましい。  

 

別添 保護命令の手続（略） 
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